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教  育  長 

 

夏季休業期間終了後の県立学校における新型コロナウイルス感染症への 

対応について（通知） 

 

感染力の強いデルタ株が猛威を振るい、県内においてもこれまでにないスピードで新型コ

ロナウイルスの新規感染者が増加しています。 

このような状況下、夏季休業期間の終了時期を迎え、人流増加によりさらなる感染拡大が

懸念されます。 

つきましては、県立学校においては、引き続き「新型コロナウイルス感染症対策に係る県

立学校運営ガイドライン」により、以下のような基本的な感染症対策を徹底してください。 

・朝晩の検温等健康チェックの実施 

 ・児童生徒等や家族が体調に異変を感じた場合（発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、

味覚・嗅覚の異常など）は、その間登校しない。 

・会話の際のマスクの着用（マスクをしていても距離をとる） 

 ・こまめな換気（少なくとも 30分に１回、可能であれば常時換気）、手洗いの実施 等 

また、夏季休業終了後から８月 29日までの期間において、下記のとおりとしますので、 

学校運営に遺漏のないようお願いいたします。 

なお、児童生徒及び保護者等に対して各校の取組を丁寧に説明し、理解を得るようお願いい

たします。 

記 

 

１ 夏季休業終了後から８月 29日までの期間について 

（１）授業について 

① 各校の状況に応じて、対面授業とオンライン授業や自宅での課題学習を併用しなが

ら、生徒同士の接触機会を低減させる。（特別支援学校を除く。） 

② 感染リスクの高い学習活動は実施しないこと。 

（２）学校行事等について 

  ① 体験入学、学校見学、外部との交流授業などの学校行事については、原則実施しない

こと。 

  また、始業式については、オンラインで行うなど大人数を集合させないよう工夫し

て実施すること。 

なお、文化祭については、実施日時の変更が難しい場合、規模を縮小したり、人との

接触機会を低減させる対策を取ったりした上で実施すること。 

② 進路や就職の指導は、この期間に必要なもののみ実施すること。 

 

 



 

（３）部活動について 

部活動は、原則実施しないこと。 

ただし、公式大会※出場予定者等は、傷害・事故防止、技能の維持の観点から最小限の

活動は認める。      

※高体連、高野連、高文連、中央競技団体等が主催する県大会、ブロック大会（北信

越大会等）、全国大会 

２ ８月 30日以降の対応について 

８月 30日以降の対応については、県内の感染状況・感染レベルを踏まえて、別途通知

する。 
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